
　現在お持ちの被保険者証又は資格確認書の有効期限は令和７年７月３１日となっています。マイナ保険証を持っ

ている・持っていないにかかわらず、手続き不要で被保険者全員に対し、７月末までに「資格確認書」を交付し

ます（令和８年７月までの暫定運用）。

　資格確認書は従来の紙の被保険者証と同じように、医療機関等で提示することで医療が受けられます。資格確

認書の有効期限は令和８年７月３１日です。

　マイナ保険証を利用している方にも資格確認書を交付しますが、引き続きマイナ保険証をご利用ください。令

和７年８月１日以降、医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証」又は「資格確認書」をご提示ください。

　期限の切れた被保険者証又は資格確認書は、住民生活課へ返却いただくかご自身で破棄してください。ご自身

で破棄する場合は、個人情報に留意の上、裁断等により確実に破棄してください。

後期高齢者医療制度のお知らせ 問住民生活課　☎５３・２１１２

樹木や生垣等の適切な管理について 問建設水道課　☎５３・２１１４

樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。

　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があり

ます。

　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を

問われることがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）

　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくよ

うお願いします。（民法第２３３条）

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、車両

等の交通を妨げる可能性があります。このこ

とが原因で事故が起きた場合、樹木の所有者

の方が責任を問われる場合があります。

　交通を妨げ、事故の原因をつくらないため

にも、右側の樹木のように伐採・剪定等を行

うようお願いします。

　令和５年６月２日、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第４８号。以下「改正法」と

いう。）が成立し、同月９日に公布され、令和７年５月２６日に施行されました。

　これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振

り仮名が戸籍に記載されることとなりました。

　本籍地市区町村から、住民票の情報を基に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。

通知書に記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。

　改正法の施行日から１年以内（令和８年５月２５日まで）に限り、氏名の振り仮名

の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が

戸籍に記載されることになります。通知書に記載されている振り仮名が正しい場合、

届出は不要ですが通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は必ず届出をし

てください。

　詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます 問住民生活課　☎５３・２１１２

戸籍制度マスコットキャラクター

「コセキツネ」
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建築工事などその他
☆お気軽にご相談ください。

◆支給対象　高校生年代まで（１８歳の誕生日後の最初の３月３１日まで）の児童を養育している方

◆支給額及び支給月

◆雇用期間　７月１９日（土）～８月２４日（日）

◆募集人員　若干名

◆賃　　金　時給１，０４０円

◆応募条件　高校生以上の学生、もしくはそれに準じる方

　　　　　　※１００ｍ程度泳げ、休まず勤務できる方を優遇します。

◆応募期間　２０２５年６月３０日（月）まで

◆勤 務 地　さつき公園プール（泉崎字下陣場地内）

◆応募方法　履歴書を教育課生涯学習（図書館・資料館内）に提出してください。

◆問合わせ　教育課生涯学習　☎５３－４７７７

◆現況届について

　次に該当する方は現況届の提出が必要です。

　①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が泉崎村と異なる方

　②支給要件児童の住民票がない方（別居監護等）

　③離婚協議中で配偶者と別居されている方

　④その他、泉崎村から提出の案内があった方

　※現況届の提出が必要な方については、通知を送付いたしますので、６月３０日（月）までに提出してください。

◆その他

　児童の養育状況等の内容に変更があった場合は、届出が必要です。こども支援課までお問い合わせください。

児童手当について 問こども支援課　☎２１・５５６１

さつき公園プール監視員募集 問教育課（生涯学習）　☎５３・４７７７

児童の年齢 児童手当の額（1人当たり月額）

３ 歳 未 満 １５，０００円

第３子以降

３０，０００円

３ 歳 ～

小 学 生 修 了
１０，０００円

中 学 生 １０，０００円

高 校 生 年 代 １０，０００円

第３子以降の算定対象 ２２歳到達後の最初の年度末まで

所 得 制 限 なし

支 給 月 年６回（偶数月）支給

広報

いずみざき 6


